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船舶事故調査報告書 

 

                            令和３年６月３０日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和２年８月５日 １０時００分ごろ 

発生場所 静岡県牧之原市相良
さ が ら

港南東方沖 

 相良港東防波堤灯台から真方位１２９°２.０海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°４０.０′ 東経１３８°１４.６′） 

事故の概要 プレジャーボート東
あずま

丸は、錨泊中、船長が落水して溺死した。 

事故調査の経過 令和２年９月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 東丸、０.６トン  

ＳＯ３－１９７８０（漁船登録番号）、個人所有 

５.２５ｍ×１.６８ｍ×０.６６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２２.１kＷ、平成元年４月 

第２４２－１３６１２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ７９歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年５月２３日 

免許証交付日 平成２９年１２月６日 

         （令和５年７月１９日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ、潮汐 下げ潮の中央期、水温 約２７℃ 

 事故の経過 

 

船長は、釣りに行く旨を家族に伝え、令和２年８月５日０５時００

分ごろ、自宅を出発した。 

本船は、船長が１人で乗り組み、静岡県御前崎
お ま えざ き

港沖の釣り場に向

け、同港の係船地である船溜
だ

まりを出港した。 

 船長の釣り仲間である友人（以下「船長の友人」という。）は、船

長がいつもの帰港時刻の昼過ぎになっても帰って来ないので、別の釣

り船２隻に本船の捜索を依頼し、船長の家族に連絡した。 

船長の家族は、１４時４０分ごろ船長の友人と共に海上保安庁に行
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き、船長の捜索を依頼した。 

 捜索していた釣り船は、１４時５０分ごろ相良港南東方沖で主機が

停止した状態で錨泊中の本船を、１４時５７分ごろ本船の北西方約１

００ｍ沖で漂流している船長をそれぞれ発見し、船長を揚収して御前

崎港に搬送し、海上保安庁から通報を受けた消防署により、死亡と判

定された。 

 船長は、司法解剖の結果、死因が短時間で死亡に至った溺死であ

り、肺水腫、気管内液貯留、胸水貯留、全身動脈硬化高度等の所見が

あり、死亡推定時刻が５日１０時００分ごろと検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 船長の家族によれば、船長は、天候の良い日には週に３～４回くら

い、ふだんから１人で釣りに出掛けており、本事故発生の当日、体調

は良好に見え、ふだんと変わりなかった。 

船長は、上にべージュ色のシャツを下に紺色のスウェットを着用し

ていた。 

船長は、発見された当時、携帯電話を所持していなかった。 

船長は、ふだんは救命胴衣を着用していたが、発見された当時、救

命胴衣を着用していない状態であった。 

 本船の救命胴衣は、首かけタイプの膨張式であった。 

本船は、発見された当時、左舷船尾部から固定されていた釣り竿
ざお

１

本及び船外機の右側に同竿１本がそれぞれ船尾方の海面に振り出され

ていた。また、本船の左舷側に置かれたクーラーボックスには魚が３

匹入っていた。 

本船は、救命胴衣１着のみが本船内のコンテナボックスの中に収納

されており、また、本船の最大搭載人員は、２人であった。 

本船には、海面から船上に上がる際に使用する梯子
は し ご

などはなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

不明 

不明 

不明 

 船長の死因は、溺死であった。 

 船長の死亡推定時刻は、５日１０時００分ごろであった。 

 本船は、相良港南東方沖において錨泊中、釣り竿が船尾方の海面に

振り出されていたこと、また、船長が、本船の北西方沖で漂流してい

るところを発見されたことから、釣りをしている間、落水し、溺死し

たものと推定される。 

 船長は、落水後、呼吸が確保できず、短時間で溺死に至ったものと

推定される。 

 本船は、最大搭載人員が２人であり、船長が、発見された当時、救
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命胴衣を着用していない状態で漂流しており、救命胴衣１着のみが本

船内のコンテナボックスの中に収納されていたものの、本事故当時、

目撃者もいなかったことから、救命胴衣の着用状況を明らかにするこ

とはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、相良港南東方沖において錨泊中、船長が落水し

たことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害軽減に役立つ事項として、次

のことが考えられる。 

・船長は、錨泊中、暴露甲板上で釣りをしている間は常時救命胴衣

を着用し、落水に十分注意すること。 

・船長は、非常時に備え、すぐに救助を要請できるよう防水型の携

帯電話又は防水パックに入れた携帯電話を携行すること。 

・１人で乗り組む船舶の船長は、落水した場合に備え、縄梯子等を

船内に備え置き、錨泊中などに常に設置しておくことが望まし

い。 



 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年８月５日１４時５０分ごろ

錨泊中の本船が発見された場所 

令和２年８月５日１４時５７分ごろ船長が

浮いているところを発見された場所 

牧之原市 

相良港 

静岡県 

御前崎市 

御前崎港 

定係地の船溜まり 

相良港東防波堤灯台 

-  
4
 
 
- 



- 5 - 

 

写真１ 本船 

 


